
令和7年度　身体拘束率 （令和７年４月～令和８年３月）

当院では「身体拘束最小化のための指針」に基づき、以下に取り組んでいます。
１．患者の不安、不快の除去や生活リズムを整えるケアの提供
２．身体拘束最小化チームによる定期的なラウンドと具体的な対応策の検討
３．入院患者に関わる全ての職員に対して身体拘束最小化に関する研修
４．多職種による身体拘束の必要生や代替方法などについての検討

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3北 7.6 4.3 7.7 5 9.2 7.3 6.2 7.4 2.2 6.9 10.6 8.4

3南 0.9 0 0 2.7 0.6 0 1 0 0.2 4.5 3 0.4

4北 5.7 7.8 6.8 7.2 7 9.7 10.6 12.9 4.4 6.3 8.4 9.5

4南 5.6 3.3 7 4.5 2.2 5.4 2.6 3.7 7.4 3.8 2.4 5
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